
各務原市告示第１５４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、本市の区

域内の町の区域及び名称を次のとおり変更したので、同条第２項の規定により告示す

る。 

 なお、この処分は、令和５年１月４日から効力を生ずるものとする。 

 

  令和４年１０月７日 

                  各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

変 更 調 書 

 字 地   番 

各務西町四丁目 

 ３５８の５ ３５９の１ ３５９の２ 

３５９の４から ３５９の６まで ３６１の１から 

３６１の３まで ３７２の２ ３８６ 

３８８ ３９０の２  

各務山の前町一丁目 

 ９の１ ９の６ ９の７ 

１０の２ １８ １９の１ 

１９の２   

以上の土地を各務山一丁目に変更する。 

 備考 上記地番は、令和４年８月１２日現在の登記簿による。 


